
自 至
月数

（日数）

1 株式会社ニック 名古屋市中区 R7.5.10 R7.8.9 ３か月

　名古屋市が発注した観光プロモーション事業を巡り、株式
会社ニックの取締役が、便宜を図ってもらった見返りに、名古
屋市観光交流部の元担当課長に現金を渡したとして、令和７
年５月８日に贈賄容疑で逮捕された。
　このため、当該業者について指名停止を行う。

－
要領第４条第
１項（別表第
２－２）

2 共和工業株式会社 広島県福山市 R7.6.20 R7.8.19 ２か月

　農業水産局水産課と共和工業株式会社が令和６年12月17
日に締結した請負契約「漁業取締・水質調査兼用船へいわ
主機関点検整備」において、履行期限が令和７年２月21日で
あるにもかかわらず、当該業者の責に帰すべき理由により、
当該業務の完了が令和７年５月23日となり、91日間の履行遅
延が生じた。
　このため、当該業者について指名停止を行う。

農業水産局
水産課

要領第４条第
１項（別表第
１－６）

3
株式会社フジクリエイティ
ブコーポレーション

東京都江東区 R7.6.26 R8.6.25 １２か月

　公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組
織委員会が発注する特定テストイベント・本大会業務におい
て、独占禁止法第３条（不当な取引制限の禁止）の規定に違
反する行為を行っていたとして、令和７年６月23日に公正取
引委員会が排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
　このため、当該業者について指名停止を行う。

－
要領第４条第
１項（別表第
３－１）

4
株式会社ＡＤＫマーケティ
ング・ソリューションズ

東京都港区 R7.6.26 R7.12.25 ６か月

　公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組
織委員会が発注する特定テストイベント・本大会業務におい
て、独占禁止法第３条（不当な取引制限の禁止）の規定に違
反する行為を行っていたとして、令和７年６月23日に公正取
引委員会が排除措置命令を行った。
　このため、当該業者について指名停止を行う。

－
要領第４条第
１項（別表第
３－１）

5 極東開発工業株式会社
大阪府大阪市中
央区

R7.10.8 R8.5.7 ７か月

　特定特装車製品の製造販売において、独占禁止法第３条
（不当な取引制限の禁止）の規定に違反する行為を行ってい
たとして、令和７年９月24日に公正取引委員会が排除措置命
令及び課徴金納付命令を行った。
　このため、当該業者について指名停止を行う。

－
要領第４条第
１項（別表第
３－１）
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6 新明和工業株式会社 兵庫県宝塚市 R7.10.8 R8.6.7 ８か月

　特定特装車製品の製造販売において、独占禁止法第３条
（不当な取引制限の禁止）の規定に違反する行為を行ってい
たとして、令和７年９月24日に公正取引委員会が違反事実の
認定を行った。
　このため、当該業者について指名停止を行う。

－
要領第４条第
１項（別表第
３－１）

7 コスモペース株式会社 名古屋市中区 R7.10.16 R7.12.15 ２か月

　令和７年９月29日に経済産業局革新事業創造部海外連携
推進課が執行した「米国への海外研修生派遣にかかる生活
支援業務委託」の一般競争入札において、落札したにもか
かわらず、契約締結を辞退した。
　このため、当該業者について指名停止を行う。

経済産業局
革新事業創
造部海外連
携推進課

要領第４条第
１項（別表第
３－５）

8
株式会社ＥＮＥＯＳウイン
グ

名古屋市中区 R7.12.5 R8.6.4 ６か月

　長野県北信地区における特定揮発油の販売分野に関し、
独占禁止法第８条第１項第１号（事業者団体による一定の取
引分野における競争の実質的制限）の規定に違反する行為
を行っていたとして、令和７年11月26日に公正取引委員会が
課徴金納付命令を行った。
　このため、当該業者について指名停止を行う。

－
要領第４条第
１項（別表第
３－１）

9
ジェイアール東海コンサ
ルタンツ株式会社

名古屋市中村区 R7.12.24 R8.7.23 ７か月

　愛知県を含む特定地方公共団体等が競争入札等の方法
により発注する特定跨線橋点検等業務において、独占禁止
法第３条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反したとして、
令和７年12月19日に公正取引委員会が排除措置命令及び
課徴金納付命令を行った。
　このため、当該業者について指名停止を行う。

－
要領第４条第
１項（別表第
３－１）

10
大日コンサルタント株式会
社

岐阜県岐阜市 R7.12.24 R8.7.23 ７か月

　愛知県を含む特定地方公共団体等が競争入札等の方法
により発注する特定跨線橋点検等業務において、独占禁止
法第３条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反したとして、
令和７年12月19日に公正取引委員会が排除措置命令及び
課徴金納付命令を行った。
　このため、当該業者について指名停止を行う。

－
要領第４条第
１項（別表第
３－１）
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11
株式会社トーニチコンサ
ルタント

東京都渋谷区 R7.12.24 R8.7.23 ７か月

　愛知県を含む特定地方公共団体等が競争入札等の方法
により発注する特定跨線橋点検等業務において、独占禁止
法第３条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反したとして、
令和７年12月19日に公正取引委員会が排除措置命令及び
課徴金納付命令を行った。
　このため、当該業者について指名停止を行う。

－
要領第４条第
１項（別表第
３－１）

12 株式会社魚国総本社
大阪府大阪市中
央区

R7.12.25 R8.1.24 １か月

　広島県福山市内の施設において食中毒を発生させたこと
が、食品衛生法第６条第３号に違反したとして、福山市保健
所が令和７年12月12日に営業禁止処分を行った。
　このため、当該業者について指名停止を行う。

－
要領第４条第
１項（別表第
３－５）

13 弥富建設株式会社 愛知県弥富市 R8.3.20 R9.7.19 １６か月

　愛知県弥富市発注の建設工事に関し、令和８年３月４日に
名古屋地検特捜部が当該業者の役員を公契約関係競売等
妨害で略式起訴した。
　このため、当該業者について指名停止を行う。

－
要領第４条第
１項（別表第
３－３）

14 株式会社佐藤工務店 愛知県弥富市 R8.3.20 R9.7.19 １６か月

　愛知県弥富市発注の建設工事に関し、令和８年３月４日に
名古屋地検特捜部が当該業者の役員を公契約関係競売等
妨害で略式起訴した。
　このため、当該業者について指名停止を行う。

－
要領第４条第
１項（別表第
３－３）

15 大浜建設株式会社 愛知県弥富市 R8.3.20 R9.7.19 １６か月

　愛知県弥富市発注の建設工事に関し、令和８年３月４日に
名古屋地検特捜部が当該業者の役員を公契約関係競売等
妨害で略式起訴した。
　このため、当該業者について指名停止を行う。

－
要領第４条第
１項（別表第
３－３）

16 ドリーム名古屋株式会社 愛知県津島市 R8.3.31 R8.6.30 ３か月

　経済産業局産業部産業科学技術課と令和７年10月17日に
締結した委託契約「あいち産業科学技術総合センター玄関
自動ドア修繕業務」において、履行期限が令和８年１月30日
であるにもかかわらず、業者の責に帰すべき理由により、当
該業務の完了が令和８年３月３日となり、32日間の履行遅延
が生じた。
　このため、当該業者について指名停止を行う。

経済産業局
産業部産業
科学技術課

要領第４条第
１項（別表第
１－６）
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